
 

 

平成２７年度東京都税制調査会 

第２回 小委員会 

 

 

〔東京の活力向上と税制に関する資料〕 

 

 

 

 

平成２７年６月２５日 



資　料　名　 資料番号 頁

法人課税の概要（平成27年度改正ベース） 1 1

法人事業税の概要 2 2

法人住民税の概要 3 3

法人事業税・法人住民税の税収の推移 4 4

都の法人事業税収入額の推移 5 5

法人都民税収入額の推移 6 6

都税収入実績の税目別構成比の推移 7 7

法人課税の変遷（国・地方） 8 8

諸外国の法人実効税率比較 9 9

日本の国際競争力ランキングの推移 10 10

企業の公的負担のあり方に関する調査報告の概要
　（平成26年度東京都税制調査会）

11 11

都市別外国人観光客数の推移 12 12

諸外国の主要都市別国際会議開催数
諸外国の主要空港の状況

13 13

固定資産税・都市計画税の概要 14 14

東京都の固定資産税収入額の推移
全国の固定資産税収入額の推移

15 15

23区、全国、他の都市の１平米当たりの固定資産税額 16 16

固定資産評価額の地域差 17 17

東京都の都市計画税収入額の推移
全国の都市計画税収入額の推移

18 18

都市計画税の税率採用状況（税率別の団体数） 19 19

都市計画税の使途 20 20

東京都の都市計画税の都市計画事業費等への充当割合 21 21

木密地域不燃化10年プロジェクト 不燃化特区 地区位置図 22 22

都における不燃化特区支援税制の概要 23 23

目  次

まちづくりの課題と資産課税

企業立地と法人課税



資　料　名　 資料番号 頁

目  次

特定空家等に対する措置ガイドライン概要 24 24

　同上（別紙１～４） 25 25

空き家の分布 26 26

東京都における空き家数等の推移 27 27

全国の空き家数・空き家率の推移 28 28

ＢＩＤ制度の概要 29 29

諸外国でのＢＩＤ制度活用状況 30 30

まち・ひと・しごと創生の概要 31 31

地方拠点強化税制の概要 32 33

地方創生に関する都の意見等（知事発言） 33 34

東京の活力向上と税制に関するその他の資料



法人課税の概要（平成27年度改正ベース）

 

資料１ 

注１  第23回地方法人課税のあり方等に関する検討会(平成27年４月23日）資料より抜粋。 

 ２ ※ 税収はH27収入見込額であり、端数処理の関係で、計が一致しない箇所がある。 1



法人事業税の概要
資料２ 

注１  第23回地方法人課税のあり方等に関する検討会(平成27年4月23日）資料より抜粋。 

 ２ 特別法人（農協・漁協・医療法人等）については4.6%の税率が適用される(本則6.6%)。 

 ３ 所得課税分の税率は年800万円を超える所得金額に適用される税率。 

 ※ 税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり、〔 〕内の㉗については平成27年４月１日以後開始する事業年度から、㉘について

は平成28年４月１日以後開始する事業年度から適用される税率である。制限税率は標準税率の1.2倍。 

(注３) 

(注３) 

(注２) 
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法人住民税の概要
資料３ 

注１  第24回地方法人課税のあり方等に関する検討会(平成27年５月26日）資料より抜粋。 

 ２ 税収は、平成25年度決算額（超過課税を含まない。） 
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法人事業税・法人住民税の税収の推移 資料４ 

注１  第24回地方法人課税のあり方等に関する検討会(平成27年５月26日）資料より作成。 

 ２ 25年度までは決算額、26年度は推計額（H26.12時点）であり、いずれも超過課税等を含まない。また27年度は地方財政計画額である。 

  ３ 地方税においては、３月決算法人等の税収が翌年度の歳入となるため、制度改正の影響の大半は、翌年度以降に発生することに留意。 

 ４ 21年度以降の法人事業税収は、地方法人特別譲与税を加算した額である。 

法
人
事
業
税
・
法
人
住
民
税
税
収
（
兆
円
）
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都の法人事業税収入額の推移

注１ 平成25年度までは決算額、26年度は補正後予算額、27年度当初予算額である。
　２ 都の法人事業税収には、地方法人特別譲与税は含まれていない。

資料５

都法人事業税収入 都法人事業税収入（超過を除く）

バブル景気
（ ～ ）

カンフル景気
（ ～ ）

景気
～

いざなみ景気
（ ～ ）

世界金融危機

欧州債務危機
歴史的円高

米国同時多発テロ等に
よる世界的な景気減速

事業税

標準税率・
都超過税率
引下げ

景気の調整過程にバブ
ル経済崩壊の影響が重
なり、大型の景気後退

事業税

標準税率・
都超過税率
引下げ

都銀行外形課税開始
外形標準

課税開始
分割基準改正

非製造業の を事務所数
本社管理部門の 廃止

法人事業税
一部国税化開始

（億円）

山一證券破綻、東南アジ
ア経済危機等で消費低迷

（年度） 
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　　注　平成25年度までは決算額、26年度は補正後予算額、27年度は当初予算額である。

法人都民税収入額の推移

資料６ 
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都税収入実績の税目別構成比の推移

　 注  「26補」は26年度補正後予算額、「27予」は27年度当初予算額
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法人課税の変遷（国・地方）

注１　　総務省「第17回　地方法人課税のあり方等に関する検討会」（平成26年９月９日）資料等より作成。
注２　　平成27年度の法人税・地方法人課税の実効税率については、財務省ホームページ等より東京都が算出。
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資料８   
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諸外国の法人実効税率比較

注１　総務省「第24回　地方法人課税のあり方等に関する検討会」（平成27年５月26日）資料等により作成。

 　　 地方法人税を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外形標準課税の対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、
　　　付加価値割及び資本割が課される。
注４　日本の実効税率は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までに開始する事業年度のものである。

　　　10.7％）。なお、法人所得課税のほか、国土経済税(地方税)等が課される。

注７　ドイツの法人税は連邦と州の共有税(50:50)、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であり、営業収益の3.5%に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が
　　  算出される。本資料では、連邦統計庁の発表内容に従い、賦課率393%(2012年の全ドイツ平均値)に基づいた場合の計数を表示している。
注８  フランスでは、売上高763万ユーロ以上の企業に対し、別途法人利益社会税(法人税額の3.3%)が課され、法人利益社会税を含めた税率は34.43%となる(ただし、法人利益社会税の
 　 　算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行われるが、前記税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない)。さらに、別途、売上高2.5億ユーロ超の企業に対しては、
　　  2012年より２年間の時限措置として法人税付加税（法人税額の５％）が課されていたところ、2014年予算法によりさらに２年間延期された（2014年以降の税率は法人税額の

注９　中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税(原則として60:40)である。

注３　日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）及び

注10 韓国の地方税においては、上記の地方所得税のほかに資本金額及び従業員数に応じた住民税（均等割）等が課される。

注２　上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。

注５　アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税･州税（7.1%、付加税[税額の17%]）・市税（8.85%）を合わせた税率は
　　  45.67%となる。また、一部の州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では税率は連邦法人税率の35%となる。
注６　イギリスでは、2014年４月より法人税率を23％から21%へ引下げ。また、2015年４月より21%から20%に引き下げられる予定。
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資料９ 

9



日本の国際競争力ランキングの推移 
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 注１ 1996年までの数値は、一般社団法人日本経済団体連合会「成長戦略の実行と財政再建の断行を求める～現下の危機からの脱却を目指して～」 
         （2012年５月15日）による。 
   ２ 1997年以降の数値はスイスのIMD（International Institute for Management Development）が毎年発表している「IMD  WorldCompetitiveness 

         Yearbook」による。  
   ３  数年おきに評価基準が変更されているため、厳密な意味での統計の連続性はない。 
   ４  調査対象国・地域数  ：  60（2014年） 

   ５  調査方法 ： 各種統計データ及び経営者層へのアンケート調査 
   ６  評価指標 ： 「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」等 

資料10 
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企業の公的負担のあり方に関する調査報告の概要 平成２６年１１月１７日 
主 税 局 

 我が国の法人実効税率は高いといわれているが 参考・図１ 、企業の公的負担 租

税・社会保険料 は諸外国に比べて重いのか

 受益と負担の関係につき、これまで十分な考察が行われてこなかったのではないか

① 諸外国 スウェーデン、米国、ドイツ、オランダ の調査を実施し、幅広い視点から

企業の公的負担のあり方について考察

② 当調査会が独自に、各国における企業の公的負担割合 租税・社会保険料 を推計

③ 各単元を国別に構成するのではなく、テーマ別に各国比較が可能となる構成

④ 現地の政府機関や経済団体等へのインタビューから、各国における公的負担の状況

や行政サービスの内容に対する企業側の意見を紹介

 当調査会の推計では、企業の公的負担を対ＧＤＰ比でみた場合、我が国の企業負

担は諸外国に比べて必ずしも高いとはいえない 参考・図２

 各国では近年、法人実効税率の引下げが行われているが、課税ベースの拡大など

税収確保に向けた対応が図られている

 企業誘致施策として、税制や補助金を活用している国もあるが、企業立地や創業

を支援するサービスに重点を置く国もある

 法人実効税率の引下げだけで企業誘致を図ることは困難。インフラ整備や就労者

教育などの企業支援、さらには進出企業への情報提供や相談体制の強化など総合

的な支援策が考えられてよい

４ 各国における企業の公的負担と行政の企業支援の特徴

【スウェーデン】 【米 国】 

【ド イ ツ】 【オランダ】 

◆高福祉を支える重い社会保障負担

◆法人税率は低いが優遇税制は限定され、

税制は簡素・公平性を重視

◆企業支援は情報提供や規制緩和など非

金銭的なサポートが中心

◆社会保険料事業主負担は低く、医療や福

祉は自助が基本

◆法人税率は高いが一部の州では課されず、

金銭的な支援策の大半は優遇税制による

◆州間で企業誘致競争を激しく展開

◆税制や社会保障に関して累次の改革を

実施し、社会保険料事業主負担を抑制

◆法人税率は高めで優遇税制は少ない

◆企業支援は補助金等による直接助成に

重点

◆法人税率は低めで優遇税制が近年増加

◆外資誘致に税制を活用。外国企業は税負

担や税務上の取扱いの事前合意が可能

◆企業の個別要望に応じた非金銭的な支援

策を継続的に提供

＜参考＞

図１ 国・地方合わせた法人税率の国際比較

注 日本については、「法人実効税率関係資料」（総務省）を基に作成、ス

ウェーデンからオランダまでは、政府税制調査会第２回法人課税ディスカッショ

ングループ（平成 年３月 日）資料等より

図２ 企業が負担する国税・地方税、

社会保険料合計額の対 比

注 東京都主税局委託調査「スウェーデンにおける企業をサポートする

行政サービスと企業の公的負担のあり方に関する調査」等により作成

東京都税制調査会

３ 企業の公的負担のあり方に関する考察

１ 報 告 書 の 特 色

２ 東 京 都 税 制 調 査 会 の 着 眼 点

資料
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都市別外国人観光客数の推移

注１　　"Top City Destinations Ranking"Ranking Arrivals 2008-2013(Euromonitor International) より作成。
注２　　香港については、2009年以前は中国本土からの観光客を含まない。2010年以降は中国本土からの宿泊を伴う観光客のみを含む。
注３　　シンガポールについては、2009年以前は陸路で入国したマレーシア人を含まない。2010年以降は含む。
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注１　「2013年国際会議統計」（日本政府観光局）より作成。
注２　各年の数値は、以下の条件に基づいている。
　　　　2004年：「2008年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　2010年：「2010年UIA国際会議統計」による「暫定値」

　　　　2005年：「2009年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　2011年：「2011年UIA国際会議統計」による「暫定値」

　　　　2006年：「2010年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　2012年：「2012年UIA国際会議統計」による「暫定値」　　　　

　　　　2007年：「2011年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　2013年：「2013年UIA国際会議統計」による「暫定値」

　　　　2008年：「2012年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　　

　　　　2009年：「2013年UIA国際会議統計」による「最終的な暫定値」　　

注　　国土交通省「第１回　首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」（平成26年８月26日）
       資料より作成。
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固定資産税・都市計画税の概要 

 

 

固定資産税 都市計画税 

課税団体 
全市町村 

（23区の区域内は都が課税） 

都市計画区域を有する市町村 

（23区の区域内は都が課税） 

課税団体数 

 

１,７２０（H26.4.1現在） 

 

 

６５１（H26.4.1現在） 

 

課税客体 土地・家屋・償却資産 市街化区域内の土地・家屋 

納税義務者 土地、家屋又は償却資産の所有者 土地又は家屋の所有者 

課税標準 

価格（「適正な時価」） 
 

土地及び家屋は３年ごとに評価替え。 

土地は、地価が下落している場合は 

毎年、評価額を修正。 

同左 

 

住宅用地

の特例 

小規模住宅用地 価格の６分の１ 

（住宅一戸あたり 200㎡まで） 
 

一 般 住 宅 用 地 価格の３分の１ 

小規模住宅用地 価格の３分の１ 

（住宅一戸あたり 200㎡まで） 
 

一 般 住 宅 用 地 価格の３分の２ 

税  率 

 

標準税率  １.４％ 

 

 

制限税率  ０.３％ 

 

税収 

(H25決算) 

全国 

8兆 6,526億円 

東京都 

1兆 1,254億円 

全国 

1兆 2,267億円 

東京都 

2,174億円 

使途 普通税 

 

目的税 

都市計画事業又は土地区画整理 

事業の費用に充てる 

注１ 「地方税の概要」、「平成 27年度地方税に関する参考計数資料」（総務省ホームページ）、「地方税 平

成 26 年９月号」（地方財務協会）等より作成。 

 ２ 固定資産税の税収には、交付金を含む。 

資料 14 
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注１ 　東京都主税局「東京都税務統計年報」等より作成。
注２ 　平成25年度までは決算額、平成26年度は補正後予算額、平成27年度は当初予算額である。
注３ 　税収には、交付金を除く。

注１ 　「平成27年度地方税に関する参考計数資料」（総務省）より作成。
注２ 　各年度とも決算額である。
注３ 　税収には、交付金を除く。

東京都の固定資産税収入額の推移 資料15 
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　※ 小規模住宅用地に係る１㎡当たりの固定資産税額を示したもの。

　※　商業地等に係る１㎡当たりの固定資産税額を示したもの。
　※　23区は、軽減措置適用後の税額を示している。

注　「固定資産の価格等の概要調書」（総務省）、「固定資産概要調書」（各自治体）より作成。

＜小規模住宅用地に係る固定資産税額の比較（平成26年度）＞

＜商業地等に係る固定資産税額の比較（平成26年度）＞

23区、全国、他の都市の１平米当たりの固定資産税額
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資料
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注　総務省「第１回　地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」（平成23年6月29日）資料より抜粋。

固定資産評価額の地域差 資料17 

17



東京都の都市計画税収入額の推移

　注１　東京都主税局「東京都税務統計年報」等より作成。
　　 ２　平成25年度までは決算額、平成26年度は補正後予算額、平成27年度は当初予算額である。

全国の都市計画税収入額の推移

　注１　「平成27年度地方税に関する参考計数資料」（総務省）より作成。
　　２　各年度とも決算額である。

単位：百万円

年度

単位：百万円

年度

資料

18



注１ 「地方税　平成26年９月号」(地方財務協会)により作成。
注２　東京都特別区は、「人口50万人以上の市」として区分し、23区をもって１団体として計上している。
注３　都市計画税の税条例を有するが、条例の本則又は附則で課税を留保している団体を除く。
注４　比率は項目毎に四捨五入しており、合計と一致しないことがある。

（平成26年４月１日現在）

都市計画税の税率採用状況(税率別の団体数)

651

85.7%14.3%

51.6%48.4%

51.4%48.6%

37.4%62.6%

50.5%329

0 12 40

49.5%

　　　　　　　　　　区分
　　　　　　　　　 (税率)

　団体区分

322

107

72 115

52

1 16 55

3 51 268

2 23 401

制限税率
採用団体の比率

（Ｂ／C）

制限税率未満の
税率採用団体の

比率
（Ａ／C）

制限税率未満

小　計（Ａ)

4

0.1％以上
0.2％未満

0.2％以上
0.3％未満

合　計（C）
0.1％未満

28

合　計

制限税率

0.3％（Ｂ）

人口50万人
以上の市

人口５万人以上
50万人未満の市

人口５万人
未満の市

町　村

207

55

43

240 0 4

169 194

資料19 
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都市計画税の使途 

 

 

 

都市計画税

の 

位置付け 

目的税（地方税法第５条） 

市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基

づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、（中略）当該土地

又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。（地方税法第 702条） 

都市計画法に基づいて行う 

都市計画事業 

土地区画整理法に基づいて行う 

土地区画整理事業 

都市計画法第 59条の 

都道府県知事（又は国土交通大臣）の 

認可又は承認を受けて行なわれる 

 

○都市計画施設の整備に関する事業 

（15事業） 

○市街地開発事業（７事業） 

（都市計画法第４条第 15項） 

○土地の区画形質の変更 

○公共施設の新設又は変更に関する事業 

（土地区画整理法第２条） 

資料☆ 
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　注１　東京都調べによる。
　　２　平成25年度までは決算額、平成26年度は予算額である。

213,650 219,649 215,023 217,385 221,330

38.4% 42.4% 47.9% 45.9% 36.2%

556,610 518,138 448,486 474,076 611,163都市計画事業費等　　　Ａ

都市計画税収入額　　　Ｂ

充当割合
Ａ
Ｂ

×100(%)

東京都の都市計画税の都市計画事業費等への充当割合

26年度22年度 23年度 24年度 25年度

（単位：百万円）

資料21 
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木密地域不燃化１０年プロジェクト 不燃化特区 地区位置図

　 注　東京都都市整備局ホームページ「木密地域不燃化１０年プロジェクトにおける取組」より作成。

平成27年４月１日現在 

資料22 
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都における不燃化特区支援税制の概要 
 

○不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・ 

都市計画税の減免＜不燃化特区指定地区（平成 27年４月１日時点）52地区＞ 

 
○不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免 

＜不燃化特区指定地区（平成 27年４月１日時点）52地区＞ 

 

目 的 
不燃化推進特定整備地区制度における特別の支援の一つとして、 

不燃化のための建替えを税制面から支援する 

経 緯 平成 25年度 創設 

税 目 固定資産税・都市計画税（家屋） 

根 拠 地方税法第 367 条・都税条例第 134 条 等に基づく減免 

減免対象 

次の要件をいずれも満たす住宅 

・不燃化特区内 

・非耐火建築物から耐火・準耐火建築物への建替え 

・特区指定の日から平成 32年 12月 31日までの間の新築 

減免割合 10割（取壊した家屋１戸につき新築した住宅１戸を減免） 

減免期間 新たに課税される年度から５年度分 

影響額 
平成 26年度(補正後予算) ： △約 3百万円 

平成 27年度(当初予算)   ： △約 1.0 億円 

目 的 
不燃化推進特定整備地区制度における特別の支援の一つとして、 

老朽住宅の除却促進を税制面から支援する 

経 緯 平成 25年度 創設 

税 目 固定資産税・都市計画税（土地） 

根 拠 地方税法第 367 条・都税条例第 134 条 等に基づく減免 

減免対象 

次の要件をいずれも満たす土地 

・不燃化特区内 

・区が認定した防災上危険な老朽住宅を除却 

・小規模住宅用地から非住宅用地へ認定変更 

・更地の適正管理について区の証明を受けたもの 

・特区指定の日から平成 32年 12月 31日までの間の除却 

減免割合 ８割（小規模住宅用地並みに軽減） 

減免期間 老朽住宅を除却した翌年度から最長５年度分 

影響額 
平成 26年度(補正後予算) ： △約 0.1 百万円 

平成 27年度(当初予算)   ： △約 0.7億円 

資料 23 
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注　国土交通省ホームページより抜粋。

特定空家等に対する措置ガイドライン概要 資料24 

24



注　国土交通省ホームページより抜粋。

特定空家等に対する措置ガイドライン概要（別紙１～４） 資料25 

25



注　東京都都市整備局「平成22年度第１回東京都住宅政策審議会企画部会」（平成22年７月14日）資料より抜粋。

空き家の分布 資料26 

26



注　東京都都市整備局「平成27年度第１回東京都住宅政策審議会企画部会」（平成27年４月28日）資料より抜粋。

東京都における空き家数等の推移 資料27 

27



注　総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査 確報集計 結果の概要」（平成27年２月26日）より抜粋。

全国の空き家数・空き家率の推移 資料28 

28



ＢＩＤ制度の概要

　注　大阪市「第１回　大阪版BID制度検討会　補足資料」(平成25年８月９日)　より抜粋。

資料29 
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諸外国でのＢＩＤ制度活用状況

　注１　大阪市「第１回　大阪版BID制度検討会　補足資料」（平成25年８月９日)　より作成。
　 　２　アメリカのＢＩＤ数は、資料により二つの数字があるが、約450（ＮＹ市SBS局、British BIDs資料）は狭義のBID制度、約1000（アメリカIDA資料）は
　   　　カリフォルニア等のBIA制度も含むものと推測される。

資料30 
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まち・ひと・しごと創生の概要

○まち・ひと・しごと創生が目指すもの

○地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開

資料31 
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注 『まち・ひと・しごと創生 「長期ビジョン」「総合戦略」』パンフレット（内閣官房 まち・ 

 ひと・しごと創生本部事務局）より作成。 
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地方拠点強化税制の概要 資料32 

注  財務省「平成27年度税制改正」（平成27年３月）より抜粋。 
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地方創生に関する都の意見等（知事発言）

○ 地方の活性化には、何より日本経済の発展が必要であり、そのためには、東京 
が日本の経済成長を牽引する機関車としての役割を果たさなければなりません。

 
○ また、日本経済を発展させるためには、東京以外にも複数の機関車を育てると 
同時に、地方の魅力を高め、国全体に富を行き渡らせることこそが重要です。 

 
○ 東京と地方が相互に連携して共に発展するＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を築くことができ 
るよう、東京から提案する、真の地方創生の実現に向け、積極的に取り組んでい 
きます。 

資料

（出典） 東京都財務局「東京都の財政」（平成 年４月）

○ 私が考えるポイントは、国と比べれば東京も地方であるんだと、しかし、我が

東京は日本国の首都であります、そして、今や世界中で都市間競争が起こって

いる、この三点を強調してまいったわけであります。

○ 大都市も地方もそれぞれの力を活かして伸ばすという方向で、大臣とも見解

が一致しており、今後、「東京都長期ビジョン」を基に、国が求める総合戦略の

策定にも対応してまいります。  
平成 年第１回定例会 知事施政方針表明 平成 年２月 日
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